
建設工事に係る低入札価格調査要領 

 

１ 調査資料の提出 

 低入札価格調査基準額を下回る金額で入札した者のうち最低の価格をもって

申込みをした者は，柏市上下水道局が指定する期日（その都度告知しますが，

原則として開札日から３日後）までに次に掲げる調査資料を提出することが必

要となります。 

 (1）低入札価格調査に係る資料の提出ついて 

  (2）低入札理由書 

  (3）低入札価格事前調査表（その１～その３） 

  (4）本工事内訳書（数量・金額を記載したもの。） 

 (5）財務諸表（直近の損益計算書，貸借対照表及び利益処分案又は株主資本等 

  変動計算書）  

 

２ 調査資料の記載（作成）要領 

 (1) 低入札理由書 

   採算性，特殊事情（契約の履行に有利な条件）等を記載してください。 

 (2) 本工事内訳書 

   入札時の内訳書と齟齬がないように注意してください。 

 (3) 低入札価格事前調査表 

   漏れのないようすべて記載してください。 

 

３ 低入札価格調査会 

  原則として開札日から７日後に低入札価格調査会を開催しますので，調査の

対象となる入札者の方は出席をお願いします。 

 なお，出席者は工事積算等及び経営状況について説明出来る方とします。 

 低入札価格調査会においては，主に提出された調査資料に基づき調査及び意 

見の聴取を行います。 

 その際に，当該価格により入札したことについて，合理的な説明がない場合 

や契約の内容に適した履行がされないおそれがあると認められる場合には，そ 

の者の入札は無効となる場合があります。 



４ 低入札価格調査制度のフロー 

 

     

   入  札 

 

       ・低入札価格調査基準額を下回る金額での入札があった場合。 

 

       ・入札後速やかに当該業者へ調査資料提出要求（提出） 

        

調査資料提出   

 

       ・正当な理由がなく提出期限までに提出がない場合は，当該業者 

       の入札は無効 

            

低入札価格調査会    

          

     ・当該事業者が調査資料を基に説明 

       ・低入札価格調査会において適否を判断 

 

 

 

  履行可能        履行不可能   次順位者調査  

 

 

 

 

    落札決定 

 

 

 



                        令和  年  月  日 

 

 

 柏市水道事業管理者  あて 

 

 

               所   在 

               商号（名称） 

               代表者氏名              印 

 

 

 

   低入札価格調査に係る資料の提出ついて 

 

 

 令 和   年   月   日 に 執 行 さ れ ま し た 件 名

「                」に係る入札において，低入札価格調査基

準額を下回る金額により入札をしたことにつきまして，次に掲げる資料を別添の

とおり提出いたします。 

 なお，提出資料の記載事項については，事実と相違ありません。  

 

（1）低入札理由書 

 （2）低入札価格事前調査表（その１～その３） 

 （3）本工事内訳書 

 （4）財務諸表 

 

 

 

 

 

 

  

※ 調査票等送付先 

  柏市上下水道局総務課 

  suido_nyusatsu@city.kashiwa.lg.jp 

（ＦＡＸによる場合 ０４－７１６７－１１６５） 

 

 

 



 

 

低入札理由書 
 

                  商号（名称）                  

 

 

   当該価格により入札した理由 
 

【理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


